
五島育英発２０２３第３４１号

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ６ 日

原子力規制委員会 殿

住 所 東京都世田谷区玉堤一丁目２８番１号

氏 名 学校法人 五 島 育 英 会

理 事 長 泉  康幸

学校法人 五島育英会 東京都市大学原子力研究所の 

原子炉に係る廃止措置計画の変更届 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 2 第 3 項において

準用する同法第 12 条の 6 第 5 項の規定に基づき、下記のとおり、学校法人五島育英会東京

都市大学原子力研究所の原子炉に係る廃止措置計画の変更を届け出ます。 

記 

１．氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称  学校法人五島育英会 

住 所  東京都世田谷区玉堤１丁目２８番１号 

代表者の氏名  理事長 泉 康幸 

２．変更の内容 

住所を、令和５年１０月１日をもって次のとおり変更する。

（変更前）東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番７号

（変更後）東京都世田谷区玉堤一丁目２８番１号

３．変更の理由 

令和５年１０月１日付けで法人本部が移転したため。 

以上


	【公開用】（非開示情報なし）20231016_五島育英発2023第341号_廃止措置計画の変更届（法人本部移転）.pdfから挿入したしおり
	4_廃止措置計画の軽微変更_法人本部移転
	準備資料　廃止措置計画の変更届
	04.捺印依頼書_法人移転
	43条、12条　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 _ e-Gov法令検索



